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防波堤

岸 壁

各期間に整備完了した施設延長
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重要港湾における港湾施設ストックの推移

港湾施設の老朽化とライフサイクルマネジメント
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所有者別の港湾施設ストック量

全施設面積 15,751.4ha

航路

国が整備
9,021.6ha

57.3%

防波堤

全施設延長 524.7km

国有
236.1km
45.0%

港湾管理
者保有
288.6km
55.0%

臨港交通施設

全施設延長 1,971.9km

国有　62.5km  3.2%

港湾管理
者保有

1,909.4km
96.8%

岸壁

全施設延長 886.5km

国有
246.7km
27.8%

港湾管理者及
び公社保有

639.8km
72.2%

【重要港湾】 【避難港】

防波堤

全施設延長 33.8km

港湾管理者保有
23.4km  69.2%

国有
10.4km
30.8%

港湾管理者
が整備

6,729.8ha
42.7%

(天然の航路を除く)



3

国有岸壁の修繕実績

修繕工事を実施
(計画含む)

11%

未修繕の
まま放置

46%

当面問題
なし

43%

岸壁の劣化内容

0% 20% 40% 60% 80% 100%

当面問題
なし

未修繕の
まま放置

エプロン沈下

車止め破損
防舷材

破損

その他

国有岸壁の劣化と修繕の実績（実施監査の結果）

エプロン
沈下

ひび
割れ

車止め破損

※地方整備局等の目視等による監査結果（平成15、16年度）による。

●国による目視等による点検によれば、全国における国有岸壁の46％が修
繕の必要となっているものの、未修繕のまま放置されている。

●その内容は、機能低下が大きいエプロン沈下となっている。
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《最近の事例》不十分な維持管理による機能不全となった施設
～Ｓ港における岸壁の陥没事故～

●エプロンが、鋼管下部からの吸出しによる空洞化。

●吸出し防止策等適切な維持管理が実施されていなかったため、大規模改修が必要に。

●目視点検によるエプロン沈下を確認後、詳細点検を実施していたため、事故の予兆を把握。適切な点
検が人や車が落ちる等の重大事故を未然に防止。

２号岸壁 空洞化状況

２号岸壁 復旧状況 ３号岸壁 復旧状況

３号岸壁 空洞化状況 ３号岸壁 陥没状況
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【港湾技術基準の変遷】

昭和２５年 港湾工事設計示方要覧

昭和３４年 港湾工事設計要覧

昭和４２年 港湾構造物設計基準

昭和５４年 港湾の施設の技術上の基準・同解説

昭和５５年 港湾の施設の技術上の基準・同解説

（超大型石油タンカー用施設・海上貯油基地施設）

平成元年 港湾の施設の技術上の基準・同解説（改正版）

平成６年 港湾の施設の技術上の基準・同解説

（マリーナ等一部改正）

平成１１年 港湾の施設の技術上の基準・同解説（改正版）

技術基準改正の経緯

昭和４８年 港湾法改正 ５６条の２の条項を追加

昭和４９年 基準省令の制定

平成１１年 基準省令の細目を定める告示の制定

平成１８年 港湾の施設の技術上の基準・同解説（改正予定）

社
会
情
勢
の
変
化
・
技
術
的
知
見
の
蓄
積
等
に
対
応

社会情勢の変化
・国際的な基準類の性能規定化
の流れ

技術的知見の蓄積
・信頼性設計法
・LCMの概念

・新しい入力地震動の考え方
・・・・・・

今回の基準改正の背景

基準類の性能規定化は，現在
の社会的要請から，緊急な対応
が必要！！

・施設の安全性等の説明責任
・地域特性に応じた設計の必要性
・技術のグローバル化への対応



6

※高橋・横田（2000年）の推計モデルによる。
・全体事業費の伸びは±0%と仮定。

・推計モデルは国土交通省アンケートにより把握した全国の維持・修繕実績データより有意なものを抽出し作成。
・維持・修繕費は基本的に外郭施設、水域施設、係留施設、臨港交通施設を対象とした腐食対策、沈下・洗掘対策、コンクリート劣化

対策、付属物の取替、埋没浚渫等である。
・更新費は、係留施設の新設後５１年目に計上（ただし、５１年目を中心として－１０～＋１０年間の移動平均により、平滑化を実施。）。

全体事業費の伸び率を０と仮定した場合、2025年には、維持・修繕・更新費が現状
の2.5倍程度に達すると予測。

維持・修繕・更新費の割合

中長期的な維持・修繕・更新費の動向
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災害復旧費

新規改良費

更新費

維持補修費

(単位：億円)

2003年 2025年

全体事業費 5,028 5,028

うち維持・修繕・
更新費 950 2,423

割 合 18.9% 48.2%
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港湾の技術基準における適合性評価フロー（案）

＜新しい基準＞＜現行基準＞

仕様基準
に基づく
設計

技術基準
上の審査

国

建設、改良

管理者

直轄施設 補助施設

国＊） 管理者

性能基準
に基づく
設計

直轄施設

国 管 理 者

補助施設

適合性
評価

指定性評価機関に
よる評価

管 理 者

管理者による評価＊）

建設、改良

高度な
検証方法

国土交通大臣の認定

国による
評価

国による評
価の代行

国によ
る評価

一般的な
検証方法

民間企業

民間施設

民間企業

民間企業

民間施設

＊）補助施設については、補助審査の中で、国が技術基準上の
適合性を審査

国国 管理者 民間企業 建設
主体

建設
主体

＊）補助施設については、補助審査の中で、国が技術基準上の
適合性を審査
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安全で経済的な港湾施設の整備、維持管理システムの流れ（案）

技術基準技術基準

総合的な維持
管理の要領

総合的な維持
管理の要領

維持管理計画の作成

管理委託

港湾管理者による
維持管理の実施

国による維持管理
の実施

国による
適合性判定YES

NO

【国有財産】

管理委託同意 国管理の申し出

国と港湾管理者の協議

［準拠］

港湾施設の整備［適合］ （国が作成）
我が国の海上輸送ネットワーク
形成のために必要な根本的な
港湾施設［直轄港湾施設］

（港湾管理者・民間事業者が作成）
直轄港湾施設以外の港湾施設

［評価・裁定］

港湾管理者

［監査］

［国による監査・
不適切な維持管
理に対する是正
勧告等］

［緊急時の国による監査］

国

［評価］

港湾管理者による
維持管理の実施

【港湾管理者の財産】

国による
適合性判定

民間による維
持管理の実施

【民間事業者の財産】

国による
適合性判定

［評価・裁定］

YES

NO

YES

NO

第三者評価機関

国による施設の性能、維持管理状況の公表

［評価・裁定］
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第１回・第２回部会における主な意見

＜事前対応システムについて＞
・指定性能評価機関の要件（評価員の資格等）を明確に規定
すべき。

・指定性能評価機関が負う責任の範囲を明確にすべき。

＜事後対応システムについて＞
・収益施設と非収益施設の区分を踏まえて、国と地方の費用
負担の考え方を整理すべき。

・国による維持管理については、技術的合理性、費用負担上
の妥当性の観点からも整理すべき。

・計画的な維持管理については、施設の重要度を踏まえて対
応するとともに、投資の優先度を誰がどのように決定するの
かを明確にすべき。


